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令和 4年度医薬品価格調査について 

 

 

今般、標記調査の実施につきまして、厚生労働省医政局長より本会宛てに協力依頼があ

りました。 

本調査は、平成 28年 12月の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」において、2年

に 1度の薬価改定の中間年度においても薬価調査を実施し、薬価改定を行うことが定めら

れたことに伴い、薬価基準の改正の基礎資料等を得ることを目的として実施されるもので

あります。 

本会といたしましては、薬価改定に際しては、新型コロナウイルス感染症の急激な再拡

大が起こっていることや、燃料費の高騰や物価高、製造管理・品質管理の不備等による医

薬品の安定供給障害が依然として続いていることなどを考慮し、製薬業界や卸売販売業界

からの丁寧なヒアリングを含め、幅広い観点から検討を進めることが必要であることを中

医協で主張した上で、今回の調査実施を了承しましたことから、貴職におかれましても客

体医療機関の協力が得られますようご高配方よろしくお願い申し上げます。 

調査対象施設に対しては、厚生労働省の委託業者（下記参照。以下同じ）より直接調査

票が送付されることとなりますが、本調査は強制されるものではありませんので、各医療

機関のご判断でご協力いただければ結構であります。 

また、調査対象となった各会員から都道府県医師会等に照会がありましたら、これらの

調査結果は、中医協における検討の際、医療現場の実態を把握するための重要なデータと

なります点にご理解いただき、ご対応いただけましたら幸いです。 



なお、今回の調査は、新型コロナウイルス感染症に対応している現場の負担を鑑み、調

査対象医療機関数を例年の半数程度等にするなどして実施された令和 2年度の薬価調査と

同様の実施方法とされております。 

客体医療機関に対しましては、厚生労働省の委託業者を通じて調査票等が送付され、令

和 4 年 11 月 4 日（金）までに厚生労働省の委託業者に提出いただくことになっておりま

すが、本調査に関して不明な点や疑義が生じた場合には、厚生労働省の委託業者に問い合

わせていただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

「令和 4年度医薬品価格調査」に関する厚生労働省の委託業者について 

 

 

【委託業者：調査担当者（コールセンター）】 

〒203-0053 東京都東久留米市本町 1-4-1 

株式会社インテージリサーチ 

厚生労働省医薬品価格調査事務局 

TEL：042-610-2820 

mail：iyaku-kakaku2022@intage.com 

 

 

 

 

（添付資料） 

１．令和 4年度医薬品価格調査の実施について 

（令和 4年 9月 30日 医政発 0930第 9号 厚生労働省医政局長） 

２．医薬品価格調査の調査実施にあたって（医療機関・保険薬局用） 

３．医薬品価格調査 

（医療機関用調査票・第Ⅰ） 

（医療機関用調査票・第Ⅱ） 
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Ⅰ 医薬品価格調査の概要 

 

医薬品価格調査は、健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価(薬価

基準)」の改正の基礎資料等を得ることを目的とした重要な調査です。 

今回実施する調査の概要につきましては、下記のとおりとなりますので、何卒ご協力のほ

ど宜しくお願いいたします。 

 

 

１．調査客体 

(1) 病院の全数から、層化無作為抽出法により２０分の１の抽出率で抽出された病院 

                      調査客体数      約４１０客体 

 

(2) 診療所（歯科診療所を除く。）の全数から、層化無作為抽出法により２００分の１の

抽出率で抽出された診療所             調査客体数     約５２０客体 

 

(3) 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により６０分の１の抽出率で抽出された保険

薬局                        調査客体数    約１,０００客体 

 

２．調査対象品目 

令和４年９月の１か月間に購入した薬価基準に収載されている全ての医療用医薬品 

 

３．調査項目 

品目ごとの購入価格、購入数量、購入先の医薬品卸売販売業者情報（業者名、本店・営業

所名） 

 

４．提出期限 

令和４年１１月４日（金） 

 

 

【本調査の担当者・問い合わせ先等】 

調査票・第Ⅰの「調査票提出先」に記載しておりますので、ご参照ください。 

  

【厚生労働省担当者】 

  厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課薬価係 中藤 

  〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

  TEL：03-5253-1111（内線 2588） 
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Ⅱ 調査票の提出方法 

 

１．令和４年９月の 1か月間に医療用医薬品の購入がない場合 

下記の「(1)紙調査票による提出（郵送）」又は「(2)メールによる提出」によりご提出

ください。 

 

  (1) 紙調査票による提出（郵送） 

    調査票・第Ⅰの「法人番号」（「４.注意事項」参照）及び「記入担当者名」を記入し

てください。また、調査票・第Ⅰの「取引等の状況と提出方法」の「２．調査対象期

間内に医療用医薬品を購入していない」に☑をつけて、調査票・第Ⅰのみ返信用封筒

にて提出してください。 

 

  (2) メールによる提出 

   「(1)紙調査票による提出（郵送）」と同様の方法で調査票・第Ⅰに記入し、ＰＤＦフ

ァイル等に変換の上、調査票・第Ⅰの「調査票提出先」に記載しているメールアドレ

スに提出してください。（郵送は不要） 

 

 

２．令和４年９月の１か月間に医療用医薬品の購入がある場合 

  下記の「(1)紙調査票、CD-R による提出（郵送）」、「(2)メールによる提出」、「(3)紙調

査票による提出（郵送）」又は「(4)政府統計共同利用システム（オンライン）による提

出」により提出してください。 

なお、各医療機関等において、調査票に定める項目が網羅されているデータをお持ちの

場合は、調査票・第Ⅱの提出に代えて、当該データを同封しているＣＤ－Ｒに保存し、

提出してください（メールによる提出も可）。その際、提出するデータについては、以下

の点にご注意ください。(詳細は「４.注意事項」等を併せてご参照ください) 

・ 最終的な価格が妥結されていない品目は調査の対象外となりますので、当該データ

は削除の上、提出してください。 

・ ＧＳ１コード又はＪＡＮコードのデータが含まれていない場合は、必須項目（購入

単価、購入数量、税抜・税込、購入先の卸売販売業者情報）のほかに、医薬品の品名、

規格、容量、購入包装単位のデータが含まれている必要があります。ただし、医薬品

コードのデータが含まれている場合は、医薬品の品名、規格、容量のデータは不要で

す。 

・ 「購入単価」及び「購入数量」は、GS1 コード又は JAN コード等の購入包装単位当

たりの単価・数量です。記入した「購入単価」については、税抜・税込かを必ず明記

してください。 

・ 卸売販売業者名及び本店・営業所名のデータが含まれている場合は、卸売販売業者

コードは不要です。 

・ 可能な限り、エクセルファイル形式でのデータ提出に御協力をお願いします。 
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(1) 紙調査票、CD-R による提出（郵送） 

・調査票・第Ⅰ（紙） 

調査票・第Ⅰの「法人番号」（「４.注意事項」参照）及び「記入担当者名」を記

入してください。また、調査票・第Ⅰの「取引等の状況と提出方法」の「１．調査

対象期間内に医療用医薬品を購入した」及び同欄中「①CD-R 又はその他磁気媒体（調

査票第Ⅰは紙で提出）」の２カ所に☑をつけてください。 

 

・調査票・第Ⅱ（CD-R） 

CD-R に格納されている調査票・第Ⅱに調査項目を入力の上、調査票・第Ⅰと併せ

て返信用封筒にて提出してください。 

入力に当たっては、「４.注意事項」及び「（別紙１）ＣＤ-Ｒ等での報告による場

合の入力方法」を参照してください。また、CD-R へのファイルの保存方法について

は、「Ⅳ CD-R へのファイルの保存方法」を参照してください。 

 

  (2) メールによる提出 

・調査票・第Ⅰ（紙） 

調査票・第Ⅰの「法人番号」（「４.注意事項」参照）及び「記入担当者名」を記入

してください。また、調査票・第Ⅰの「取引等の状況と提出方法」の「１．調査対象

期間内に医療用医薬品の購入をした」及び同欄中「②メール（調査票第ⅠはＰＤＦフ

ァイル等で提出）」の２カ所に☑をつけて、ＰＤＦファイル等に変換してください。 

 

・調査票・第Ⅱ（CD-R） 

CD-R に格納されている調査票・第Ⅱに調査項目を入力の上、調査票・第Ⅰと併せ

て調査票・第Ⅰの「調査票提出先」に記載しているメールアドレス宛てに提出してく

ださい。（郵送は不要） 

入力に当たっては、「４.注意事項」及び「（別紙１）ＣＤ-Ｒ等での報告による場

合の入力方法」を参照してください。 

 

(3) 紙調査票による提出（郵送） 

・調査票・第Ⅰ（紙） 

     調査票・第Ⅰの「法人番号」（「４.注意事項」参照）及び「記入担当者名」を記入

してください。また、調査票・第Ⅰの「取引等の状況と提出方法」の「１．調査対

象期間内に医療用医薬品を購入した」及び同欄中「③紙（調査票第Ⅱの枚数  枚」

の２カ所に☑を付けてください。 

 

・調査票・第Ⅱ（紙） 

パソコン等で医療用医薬品の購入履歴等を管理されていない場合は、紙の調査

票・第Ⅱに調査項目をご記入の上、調査票・第Ⅰと併せて返信用封筒にて提出して

ください。記入に当たっては、「４.注意事項」及び「（別紙２）紙面での報告による
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場合の記入方法」を参照してください。 

 

(4) 政府統計共同利用システム（オンライン）による提出 

「（別紙３）政府統計共同利用システム（オンライン）での報告による場合の入力方

法」及び「Ⅴ 医薬品価格調査プログラム操作マニュアル」を参照の上、医薬品価格調

査プログラムを利用して、報告ファイルをご作成いただき、オンライン上にてご報告

ください。この場合、紙調査票・第Ⅰ・第Ⅱ、CD-R の提出は不要です。 

なお、複数の客体分を一括して報告する場合は、オンライン報告によらず、上記「(1)

紙調査票、CD-R による提出（郵送）」又は「(2)メールによる提出」により提出してく

ださい。 

 

 

３．既に廃業している場合 

調査票・第Ⅰの余白に「廃業」の旨を記載して、調査票・第Ⅰのみ返信用封筒にてご

提出ください。なお、「廃業」の旨を記載した調査票・第ⅠをＰＤＦファイル等に変換

の上、調査票・第Ⅰの「調査票提出先」に記載しているメールアドレス宛てに提出いた

だくことも可能です。 

 

 

４．注意事項 

・ 本調査における「購入」とは、現金の支払いの如何を問いませんが、９月末日以降

の調査実施時点において、最終的な価格が決定していて、実際に購入した場合をいい

ます。調査実施時点で最終的な価格が決定していない未妥結、暫定的な価格による購

入及び代価の支払いを要しない試供品は含みません。そのため、最終的な価格が妥結

されていない品目は調査の対象外となります。 

・ 法人番号は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」に基づき、国税庁が法人に対して通知している番号です。法人番号が不明な

場合、国税庁 HP の法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）で

検索することができます。個人事業主等で法人番号が付与されていない場合は、下段

に☑をつけてください。 

・ 調査票・第Ⅱの「税抜・税込」欄について、例年記入漏れが多く見受けられます。

記入した「購入単価」が消費税を含まない場合（外税）は「１」、消費税を含む場合（内

税）は「２」を必ず記入してください。 

・ ＣＤ－Ｒの提出に当たっては、ＣＤ－Ｒのケースに「都道府県番号」、「客体番号」

及び「調査データ件数」を記入してください。メールで提出する場合は、メールの本

文に同事項を記載してください。 

・ 紙の調査票・第Ⅱで報告する場合において、調査票・第Ⅱに不足が生じた場合は、

調査票・第Ⅱをコピーして頂くか、調査票・第Ⅰに記載している調査担当者に調査票・

第Ⅱの追加配布を申し出てください。 
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・ 医療機関・保険薬局が保険請求する薬価は、消費税込みの価格を設定しています。

医薬品卸業者は、特別措置法（※）に基づき、消費税抜きの価格を表示する取り決め

となっていることから、医療機関・保険薬局に対して、消費税抜きの価格と消費税込

みの価格を併記して表示することが一般的となっております。調査票に購入単価を記

載する際は、消費税込みの価格か消費税抜きの価格かを誤りがないように記載してく

ださい。 

※ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正に関する特別措置法 

・  調査票の作成に当たり、ご不明な点等ある場合は、調査票・第Ⅰに記載している調

査担当者（コールセンター）にお問い合わせください。 
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（別紙１） 
 

   ＣＤ－Ｒ等での報告による場合の入力方法 
 

    （医療機関・保険薬局用） 
 
 
１ ＣＤ－Ｒフォーム 

項 
目 
名 
称 

都 
道 
府 
県 
番 
号 

客 
体 
番 
号 

余 
白 

GS1 コード 
(販売包装単位)、 
ＪＡＮコード 

又は 
医薬品コード 

購入包装
単位 

※ＧＳ１コー

ド、ＪＡＮコー

ドを入力した

場合には記入

不要 

購入単価 
(ＧＳ１コー

ド又はＪＡＮ

コード等の購

入包装単位当

たりの単価) 

購入数量 
(ＧＳ１コー

ド又はＪＡＮ

コード等の購

入包装単位当

たりの数量) 

税 
抜 
・ 
税 
込 

購入先の卸売 
販売業者情報 

卸売 
販売 
業者 
コード 

卸売販売 
業者名 

※卸売販売業者

コードを入力し

た場合には記入

不要 

本店・ 
営業所名 

※卸売販売業者コ

ードを入力した場

合には記入不要 

桁 
数 

２
桁 

４ 
桁 

１ 
桁 

１４ 
桁 

８ 
桁 

９ 
桁 

６ 
桁 

１ 
桁 

６ 
桁 

文 
字 
列 

文 
字 
列 

 
 
２ 作成手順 
(1)  同封してあるＣＤ－Ｒから「医療機関・保険薬局（令和４年９月調査）.xlsx」を

選択して下さい。 
（2) 同ファイルをいったんデスクトップ等に保存（コピー）して下さい。 
（3) データの入力作業は、保存したデスクトップ等上の同ファイルで行って下さい。 
（4) 下記の入力上の注意事項に従い、半角で入力を行って下さい。 
（5) 入力作業中、その日の作業を終える際は、その都度、「上書き保存」を行い、エ

クセルを終了させて下さい。 
（6) 全ての入力が終了したら「上書き保存」を行い、エクセルを終了させてください。 
（7） 同ファイルをＣＤ－Ｒに保存（コピー）して下さい。（「ＣＤに書き込む準備が

出来ました」の状態では、まだＣＤに書き込まれていません。 [ファイルをＣＤへ書
き込む]を行い、必ずＣＤ－Ｒにデータが保存されたことを確認して下さい。）（＊
ＣＤ－Ｒへのファイルの保存がうまくできない場合は、「ＣＤ－Ｒへのファイルの保
存方法」をご参照ください。） 

（8) ＣＤ－Ｒへデータが保存されたことを確認した後、ＣＤ－Ｒを取り出して下さい。 
(9)  添付のラベルに都道府県番号、客体番号、データ件数を記入し、第Ⅰ票とともに

ご提出ください。 
 
※ メールで提出される場合は(7)及び(8)の CD-R へのファイルの保存作業は不要で

す。(9)の都道府県番号、客体番号、データ件数については、メール本文に記載して
ください。 

 
 
 入力上の注意事項 
 
 ① この調査における購入とは、現金受領の如何を問いませんが、９月末日以降の調

査実施時点において、最終的な価格が決定していて、その代価の受領を前提として実
際に購入した場合をいいます。調査実施時点で最終的な価格が決定していない未妥
結、暫定的な価格による妥結及び代価の受領を要しない試供品は含みません。そのた
め、最終的に価格が妥結されていない品目は調査の対象外となります。 

  
② 「都道府県番号」欄は、第Ⅰ票に記載されている都道府県番号を入力して下さい 
（すべての行で同じ番号となります。）。 

 
 ③ 「客体番号」欄は、第Ⅰ票に記載されている客体番号を入力して下さい（すべて
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の行で同じ番号となります。）。 
 
 ④ 「余白」欄は、空欄として下さい。 
 
 ⑤ 「ＧＳ１コード(購入包装単位)、ＪＡＮコード又は医薬品コード」欄は、原則と

して１４９又は１４５で始まる１４桁の「ＧＳ１コード」、若しくは４９又は４５
で始まる１３桁の「ＪＡＮコード」による入力を行って下さい。 
ただし、「ＧＳ１コード」「ＪＡＮコード」による報告ができない場合に限り、１

２桁の｢医薬品コード｣による入力で構いません。 
各コードが不明な場合は、ＣＤ－Ｒに格納されている「薬価基準収載医薬品コード

表」ファイルをご参照の上、入力して下さい。 
 

⑥  「購入包装単位」欄は、ＧＳ１コード、ＪＡＮコードを入力した場合は、空欄とし
入力の必要はありません。ＧＳ１コード、ＪＡＮコードの入力がない場合（医薬品コ
ードを入力した場合）には、下記の記入例のように入力して下さい。記入に当たって
は、同一の医薬品であっても包装単位ごとに別の行に、また、同一の包装単位でも包
装単位の単価が異なる場合は、別の行に記入して下さい。 

 
［購入包装単位記入例］ 購入包装単位の記載方法 

規格単位○ｍｇ１錠を１，０００錠の場合 1000 
規格単位１ｇを１ｋｇの場合 1000 
規格単位１０ｍＬを１００ｍＬの場合 10 
規格単位○ｍＬ１管を１０管×２０個の場合 10×20 
規格単位○ｍｇ１錠の１０錠入りシートを１０枚 10×10 
５ｃｍ×１０ｃｍ、４枚入貼付剤を３袋の場合 4×3 

      ＊ 錠(Ｔ)、ｋｇ、アンプル(Ａ)、個、ｍｇ等の単位の入力は不要です。 
 
⑦  「購入単価」欄は、購入包装単位（ＧＳ１コード、ＪＡＮコード単位又は入力した

購入包装単位）当たりの購入単価を入力して下さい。同一の医薬品で同一の包装単位
であっても購入包装単位当たりの購入単価が異なる場合は、別の行に入力して下さ
い。（ここで入力する価格は、最終的に妥結された価格であり、暫定的な価格ではご
ざいません。暫定的な価格のみで最終的に価格が妥結されていない品目は調査の対象
外となります。） 

   １００錠包装で購入した場合には、１００錠包装当たりの単価を入力し、１錠単位
に割り戻しての価格を入力する必要はありません。また、消費税の取扱いについては、
⑨をご確認の上で入力してください。 

 
 ⑧  「購入数量」欄は、⑦の購入包装単位当たりの価格で購入した製品（ＧＳ１コード、

ＪＡＮコード単位又は入力した購入包装単位の製品）の数量を入力して下さい。 
例えば、１００錠包装の製品５個を購入した場合には、「購入数量」欄に「５」と

入力して下さい。 
 
⑨ 「税抜・税込」欄は、⑦で入力した購入包装単位当たりの価格が消費税を含まない

場合（外税）は「１」を入力し、消費税を含む場合（内税）は「２」を入力して下さ
い。 

   例えば、１００錠包装の製品で包装単位当たり価格が１０００円（外税）又は１
１００円（内税）である場合、「消費税」欄を「１」（外税）として「包装単位当
たり価格」欄を「１０００円」と入力するか、又は「消費税」欄を「２」（内税）
として「包装単位当たり価格」欄を「１１００円」と入力してください。   

 
⑩ 「購入先の卸売販売業者情報」（卸売販売業者コード、卸売販売業者名、本店・営

業所名）欄は、以下の方法で入力してください。また、一度入力した卸売販売業者情
報をコピー＆ペーストすると記載が容易です。 

 
ア ＣＤ－Ｒに格納されている「卸売販売業者リスト」から購入先の卸売販売業者
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情報を検索し、「卸売販売業者コード」を入力して下さい。「卸売販売業者コー
ド」を入力した場合、「卸売販売業者名」、「本店・営業所名」欄の入力は不要
です。 

 
イ 「卸売販売業者リスト」に購入先の卸売販売業者が存在しない場合は、卸売販
売業者リストによることなく、「卸売販売業者名」、「本店・営業所名」を入力
して下さい。この場合、「卸売販売業者コード」の入力は不要です。 

 
ウ 購入先の卸売販売業者情報を記入することが困難な事情がある場合は、調査担
当者（コールセンター）にご相談ください。 
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（別紙２） 
 

   紙面での報告による場合の記入方法 
 

   （医療機関・保険薬局用） 
   
○ 紙面様式 
 
 

 
 
 
ページ数 ページ  

品名 規
格 

容
量 

GS1 コード(購入包装

単位)、ＪＡＮコード 
又は医薬品コード 

購入包
装単位 購入単価 

(ＧＳ１コード又

はＪＡＮコード等

の購入包装単位当

たりの単価) 

購入数量 
(ＧＳ１コー

ド又はＪＡＮ

コード等の購

入包装単位当

たりの数量) 

税
抜
・
税
込 

購入先の卸売販売業者情報 
略 
号 

 略 
号 
 

卸売販
売業者
コード 

卸売販売
業者名 

本店・ 
営業所

名 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 記入上の注意事項 
 
（１）この調査における購入とは、現金受領の如何を問いませんが、９月末日以降の調

査実施時点において、最終的に価格が決定していて、その代価の受領を前提として
実際に購入した場合をいいます。調査実施時点で最終的な価格が決定していない未
妥結、暫定的な価格による妥結及び代価の受領を要しない試供品は含みません。そ
のため、最終的に価格が妥結されていない品目は調査の対象外となります。 

 
（２）「都道府県番号」欄は、第Ⅰ票に記載されている都道府県番号を記入して下さい。 
 
（３）「客体番号」欄は、第Ⅰ票に記載されている客体番号を記入して下さい。 
 
（４）「ページ数」欄は、記入した第Ⅱ票の全部に一連のページ数を付して下さい。 
 
（５）「品名」欄には、商品名（銘柄名）を記入して下さい。特に日本薬局方収載医薬

品については、「品名」欄の左枠内に「局」と記入し、銘柄名ではなく日本薬局方名
（正名）を正しく記入して下さい。ただし、（８）のＧＳ１コード(購入包装単位)、
ＪＡＮコード又は医薬品コードを記入する場合は、本欄を記入する必要はありませ
ん。 

 
（６）「規格」欄の記入は、原則として次によって下さい。ただし、（８）のＧＳ１コ

ード(購入包装単位)、ＪＡＮコード又は医薬品コードを記入する場合は、本欄を記入
する必要はありません。 

    ア 内服薬の場合 
      ⅰ  散剤、顆粒剤・・・・・・有効成分の濃度（％、１ｇ中のｍｇ等） 
      ⅱ  錠剤、カプセル剤・・・・・１個中の有効成分の含有量（ｍｇ、単位等） 
      ⅲ  液剤・・・・・・・有効成分の濃度（％、１ｇ中のｍｇ等） 
    イ 注射剤の場合 
      ⅰ  注射液・・・・・・・有効成分の濃度（％）（ただし、ビタミン剤、ホルモ

ン剤、抗生物質製剤等の場合は、有効成分の含有量で規格が表される場合が
ありますが、この場合は１容器当たりの含有量を記入して下さい。） 

      ⅱ  粉末注射薬・・・・・・・有効成分の含有量（ｍｇ、単位等） 
    ウ 外用薬の場合 
      ⅰ  坐薬、錠剤等の固形製剤・・・・・・・１個中の有効成分の含有量（ｍｇ、単

位等） 

 

都道府県番号 客 体 番 号 
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      ⅱ  軟膏剤、液剤・・・・・・・有効成分の濃度（％、１ｇ中のｍｇ等）（ただし、
ビタミン剤、ホルモン剤、抗生物質製剤等の場合は、有効成分の含有量で規
格が表される場合がありますが、この場合は１容器当たりの含有量を記入し
て下さい。） 

    エ  配合剤（２以上の有効成分を含む製剤）の場合 
        原則として本欄に記入する必要はありません。 
 
（７）「容量」欄には、注射薬について１容器中の容量を記入して下さい。なお、その

記入単位は原則として次によって下さい。ただし、（８）のＧＳ１コード、ＪＡＮ
コード又は医薬品コードを記入する場合は、本欄を記入する必要はありません。 

    ア 注射液・・・・・・ｍＬ 
    イ  放射性医薬品・・・・・・ＭＢｑ 
 
（８）「ＧＳ１コード(購入包装単位)、ＪＡＮコード又は医薬品コード」欄には、原則

として１４９又は１４５で始まる１４桁の「ＧＳ１コード」、若しくは４９又は４
５で始まる１３桁の「ＪＡＮコード」による入力を行って下さい。ただし、「ＧＳ
１コード」「ＪＡＮコード」による報告ができない場合に限り、１２桁の｢医薬品コ
ード｣による入力で構いません。各コードについては、ＣＤ－Ｒに格納されている「薬
価基準収載医薬品コード表」ファイルをご参照の上、記入して下さい。各コードで
の記載ができない場合は、「品名」「規格」「容量」「購入包装単位」欄の記入が
必要です。  

       なお、同一品目が連続するときは、コードの記入に代えて次例の表示により記載
を省略することできます。 

 
    （例）  医薬品コード番号４４１９１２１Ｋ４３８０の品目が３行続く場合 
 
 
 
 
 
 
（９）「購入包装単位」欄には、購入した包装単位をその単位の種類ごとに記入して下

さい。ただし、（８）のＧＳ１コード又はＪＡＮコードを記入する場合は、本欄を
記入する必要はありません。医薬品コードを記載する場合は、本欄の記入が必要で
す。 

      例えば、ある同一の内用薬を１００錠入り又は１，０００錠入りという包装単位
で購入した場合、１００Ｔ、１，０００Ｔが購入包装単位となります。また同様に注
射薬を１０管入り又は５瓶×１０個という包装単位で購入した場合、１０Ａ、５Ｂ
×１０個が購入包装単位となります。さらに外用薬についても同様に３０ｇ入り又は
３ｇ×１０本入りという包装単位で購入した場合、３０ｇ、３ｇ×１０本が購入包装単
位となります。 

   記入に当たっては、同一の医薬品であっても包装単位ごとに別の行に、また、同
一の包装単位でも包装単位の単価が異なる場合は、別の行に記入して下さい。 

 
  なお、その記入単位は原則として次によって下さい。この場合、（  ）内の略号（例
：錠はＴ、カプセルはＰ）を示してあるものは必ずこの略号を用いて「購入包装単位の略
号」欄に記入して下さい。 
 
① 粉末、散剤、顆粒剤等・・ｇ 
② 錠剤・・・・・錠（Ｔ） 
③ カプセル剤・・・・・・・カプセル（Ｐ） 
④ 内用液剤・・・ｍＬ 
⑤ 注射薬・・・・・・・・・管（Ａ）、バイアル（Ｖ）、瓶（Ｂ） 

又はこれと個数の組合せ・・・（例：５Ｂ×１０個） 
⑥ 軟膏・・・・・・・・・・ｇ又はこれと個数の組合せ（例：５ｇ×１０本） 
⑦ 点眼液、外用液剤・・・・ｍＬ又はこれと個数の組合せ（例：５ｍＬ×５本） 
⑧ 坐薬・・・・・・・・・・個 
 

４ ４ １ ９ １ ２ １ Ｋ ４ ３ ８ ０
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（10）「購入単価」欄は、購入包装単位（ＧＳ１コード、ＪＡＮコード単位又は入力し
た購入包装単位）当たりの購入単価を記入して下さい。同一の医薬品で同一の包装単
位であっても購入包装単位当たりの価格が異なる場合は、別の行に記入して下さい。
（ここで記入する価格は、最終的に妥結された価格であり、暫定的な価格ではござい
ません。暫定的な価格のみで最終的に価格が妥結されていない品目は調査の対象外と
なります。） 

   １００錠包装で購入した場合には、１００錠包装当たりの単価を記入し、１錠単位
に割り戻しての価格を入力する必要はありません。また、消費税の取扱いについては、
（12）をご確認の上で記入してください。 

 
（11）「購入数量」欄は、（10）の購入包装単位当たりの価格で購入した製品（ＧＳ１

コード、ＪＡＮコード単位又は入力した購入包装単位の製品）の数量を記入して下さ
い。 

例えば、１００錠包装の製品５個を購入した場合には、「購入数量」欄に「５」と
記入して下さい。 

   記入に当たっては、同一の医薬品であっても包装単位ごとに別の行に、また、同
一の包装単位でも包装単位の単価が異なる場合は、別の行に記入して下さい。 

 
（12）「税抜・税込」欄は、（10）で記入した購入包装単位当たりの価格が消費税を含

まない場合（外税）は「１」を記入し、消費税を含む場合（内税）は「２」を記入
して下さい。 

   例えば、１００錠包装の製品で包装単位当たり価格が１０００円（外税）又は１
１００円（内税）である場合、「消費税」欄を「１」（外税）として「包装単位当
たり価格」欄を「１０００円」と記入するか、又は「消費税」欄を「２」（内税）
として「包装単位当たり価格」欄を「１１００円」と記入してください。 

 
（13）「購入先の卸売販売業者情報」（卸売販売業者コード、卸売販売業者名、本店・

営業所名）欄は、以下の方法で記入してください。 
※なお、同一の卸売販売業者が連続するときは、記入例や（８）の例示の表示のよ

うに記入を省略することもできます。 
 

ア ＣＤ－Ｒに格納されている「卸売販売業者リスト」から購入先の卸売販売業者
情報を検索し、「卸売販売業者コード」を記入して下さい。「卸売販売業者コー
ド」を記入した場合、「卸売販売業者名」、「本店・営業所名」欄の記入は不要
です。 

 
イ 卸売販売業者リストに購入先の卸売販売業者が存在しない場合は、卸売販売業
者リストによることなく、「卸売販売業者名」、「本店・営業所名」を記入して
下さい。この場合、「卸売販売業者コード」の記入は不要です。 

 
ウ 購入先の卸売販売業者情報を記入することが困難な事情がある場合は、調査担
当者（コールセンター）にご相談ください。 

 
（14）第Ⅱ票を紙面で報告される場合は、第Ⅱ票の提出枚数を第Ⅰ票に記載し、第Ⅰ票

とともに第Ⅰ票に記載の調査担当者あて提出願います。 
 
 
 

調査票に添付されている「記入例」も参考にして下さい。 
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（別紙３） 
 

政府統計共同利用システム（オンライン）での報告による場合の入力方法 
（医療機関・保険薬局用） 

 
 
 
 
作成手順 
（１）同封してあるＣＤ－Ｒの「医療機関・保険薬局（令和４年９月調査）.xls」ファイ

ルにおいて、別紙１「ＣＤ－Ｒでの報告による場合の入力方法」をご参照の上でデ
ータを作成してください。その後、「医薬品価格調査プログラム操作マニュアル」
をご参照の上で、同封してあるＣＤ－Ｒの「医薬品価格調査プログラム」を利用し
て報告ファイルをご作成いただき、政府統計共同利用システム（オンライン）にて
ご報告下さい。 

（２）政府統計共同利用システム（オンライン）による報告の場合、調査票・第Ⅰ、調
査票・第Ⅱ及びＣＤ－Ｒの提出は不要です。 
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Ⅲ 医薬品価格調査でよくあるご質問 

 

 

ご質問 回答 

○法人番号とは何か。 ○「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律」に基づ

き、国税庁が法人に対して通知している番

号になります。 

 法人番号が不明な場合、国税庁 HP の法人番

号公表サイトで検索することができます。 

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/） 

「法人番号 検索」で検索いただければ、

上記 HP を見つけることができます。 

○個人事業者等であり、法人番号がない場合ど

うしたらよいか。 

○法人番号がない場合、「法人番号」欄は記

載せず、下段に☑をつけてください。 

○何を提出したらよいのか。 ○「調査実施にあたって」の「Ⅱ 調査票の提

出方法」をご参照下さい。 

○医療用医薬品を扱っていない場合、どのよう

に対応したらよいか。 

 

○調査票・第Ⅰの「法人番号」及び「記入担

当者名」を記入してください。また、調査

票・第Ⅰの「取引等の状況と提出方法」の

「２．調査対象期間内に医療用医薬品を購

入していない」に☑をつけて、調査票・第

Ⅰのみ返信用封筒にて提出してください。 

〇メールによる提出を希望される場合は、上

記と同様の方法で調査票・第Ⅰに記入し、

ＰＤＦファイル等に変換の上、調査票・第

Ⅰの「調査票提出先」に記載しているメー

ルアドレスに提出してください。（郵送は不

要） 

○すでに廃業しているが、どのようにしたらよ

いか。 

○調査票・第Ⅰの余白に「廃業」である旨を

記載して、調査票・第Ⅰのみ返信用封筒に

てご提出ください。なお、記載した調査票・

第ⅠをＰＤＦファイル等に変換の上、調査

票・第Ⅰの「調査票提出先」に記載してい

るメールアドレス宛てに提出いただくこと

も可能です。 
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○包装単位から分割して購入しているが、どの

ように報告したらよいか。 

○医療機関・保険薬局による分割購入につい

ては、どの包装単位（GS1 コード、JAN コー

ド）から分割されたかわからないと思いま

すので、報告不要です。 

○GS1コードやJANコードの検索可能な電子媒体

はあるか。 

○同封した CD-R に「薬価基準収載医薬品コー

ド表」を格納しておりますので、適宜コー

ド検索やコードのコピー等にご使用下さ

い。 

○一般用医薬品等の薬価基準収載医薬品コード

表にない医薬品は報告しなくてよいか。 

○薬価基準収載医薬品コード表にない医薬品

は、調査対象外になりますので、報告は不

要です。 

○GS1 コード、JAN コードなど複数のコードでの

報告が混在してもよいか。 

○複数のコードでの報告が混在しても支障ご

ざいません。 

○紙の調査票第Ⅱが足りないがコピーしてもよ

いか。 

○コピーして使用いただいて支障ございませ

ん。また、調査票提出先にご連絡いただけ

ましたら、追加で調査票・第Ⅱを送付させ

ていただきます。 

○CD-R のエクセル票の行が足りないが、行の挿

入をしてもよいか。 

○行の挿入をしていただいて支障ございませ

ん。 

○CD-R にデータの上書き保存をしようとした

が、「空き容量がいっぱいです。」等が表示さ

れ、うまく保存ができないが、どのように対

応したらよいか。 

○「Ⅳ CD-R へのファイルの保存方法」をご

参照の上で保存してください。その上で保

存ができない場合、PC 上で何かしらの制限

がなされている可能性があります。調査票

の提出先に記載された調査担当者（コール

センター）のメールアドレスへ提出いただ

くか、お手持ちの電子媒体に保存いただい

て送付するかお願いします。 

○CD-R ラベルの調査データ件数は、何の数字を

記載するのか。 

○調査票第Ⅱ（CD-R）に入力したデータの件

数（行数）になります。 

○セキュリティーの関係でCD-Rを使用すること

ができないがどのようにしたらよいか。 

○調査票の提出先に記載された調査担当者

（コールセンター）にご連絡いただければ、

メールにて調査票を送付いたします。 

 報告方法については、調査票の提出先に記

載された調査担当者（コールセンター）の

メールアドレスへ送付いただくか、お手持

ちの電子媒体に保存いただいて送付するか

お願いします。 
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Ⅳ CD-R へのファイルの保存方法 

 

 CD-R に格納されているファイルにデータを入力し、入力したファイルを CD-R に保存する

までの流れは、以下のとおりです。 

※Windows のバージョン等により画面や操作が若干異なりますので、ご留意ください。 

 

（１）同封の CD-R から調査ファイルを選択してください。 

 
 

（２）同ファイルをいったんデスクトップ等に保存（コピー）してください。 
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（３）デスクトップ等に保存したファイルにデータ入力作業をしてください。 

 

 

 

（４）データは入力方法を参照して半角で入力してください。 

 

 

  

作業ファイル 
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（５）データの入力作業が終了しましたら、上書き保存をしてください。 

 

 

 

（６）上書き保存が完了しましたら、ファイルを閉じてください。 
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（７）保存したファイルを CD-R に保存（コピー）してください。 

 

 

 

（８）「ディスクに書き込む準備ができたファイル」にリストされますが、まだ CD-R への保

存は完了していません。 
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（９）「管理」－「書き込みを完了する」を行い、ディスクへの書き込みを行います。 
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（１０）同じ名前のファイルでファイルを置き換えて書き込んで支障ございません。 

 

 

 

（１１）ファイルが正しく CD-R に書き込まれたことを確認して、保存完了となります。 
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「政府統計共同利用システム（オンライン調査システム）」を利用したオンラ

イン報告ができるようになりました。 
 
 
 
 
＜動作環境＞ 
 OSとExcelが下記の○印のいずれかの組み合わせであることが必要です。 

 Window7 

(32bit) 

Window7 

(64bit) 

Window8.1 

(32bit) 

Window8.1 

(64bit) 

Excel2010(32bit)  ○ ○ ○ ○ 

Excel2010(64bit)  ― ○ ― ○ 

Excel2013(32bit)  ○ ○ ○ ○ 

Excel2013(64bit)  ― ○ ― ○ 

  
 
 
 オンライン報告に必要な調査対象者 ID などは、調査票Ⅰに記載されています

ので、ご確認ください。 
 
 
 
 医薬品価格調査プログラム操作マニュアルに調査票の作成から提出まで記載

されていますので、ご参照いただきながら、調査票の作成・提出をお願いしま

す。 
 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課薬価係 

医薬品価格調査は、 

オンライン報告ができます。 

オンライン報告するためには、利用環境が整っている必要があります。 

オンライン報告するためのプログラムは、同封している CD-R の中にあります。 

操作マニュアルを見ながら、調査票の作成・提出をお願いします。 
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医薬品価格調査プログラム 

操作マニュアル 
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1. 医薬品価格調査プログラムの概要 

1．1. 医薬品価格調査プログラムについて 

 医薬品価格調査プログラムは、流通上で使用されている医薬品の「コード」、「購入包装単位」、「購入

単価」、「購入数量」等の情報から調査対象である製品を簡単かつ明瞭に特定して回答ができるよう、医

薬品価格調査の省力化、効率化を図るために作成されたプログラムです。 

 

本プログラムは動作環境に Microsoft Excel を採用し、利用しやすさを追求しました。本プログラム

を用いることによりお持ちの購入データを提出用データとして自動的に一括処理することができます。

省力化、効率化を図るためにも是非ご活用いただきたいと思います。    

 

2. 医薬品価格調査プログラムの動作環境等 

2．1. 動作環境 

 医薬品価格調査プログラムが動作環境は以下の通りです。 

以下の内容を満たす Windows パソコンを準備します。 

  動作環境 

・ハードウエア 

・ソフトウエア 

 OSとエクセルが下記の○印のいずれかの組み合わせであること。 

 Window7 

(32bit) 

Window7 

(64bit) 

Window8.1 

(32bit) 

Window8.1 

(64bit) 

Excel2010(32bit)  ○ ○ ○ ○ 

Excel2010(64bit)  ― ○ ― ○ 

Excel2013(32bit)  ○ ○ ○ ○ 

Excel2013(64bit)  ― ○ ― ○ 

 

※医薬品価格調査プログラムは 64bit 版 Excel2010 、 Excel2013 で動作するようになりました。 

（OS が 64bit で 、Excel2010 が 32bit 版 または Excel2013 が 32bit 版の場合も動作します。)    

 

※Excel2007 及び以前のバージョンのエクセルは、すでにマイクロソフトのサポートが終了していま

す。そのため障害対応などに支障が生じる可能性があるため、できる限り使用をお控え頂くようお願

いします。 

ディスク空き容量：300MB 以上 

なお、本書の説明で使用している画面の図（デザイン）は、Windows 7 で動作する Excel2010 の場合で

す。使用されるアプリケーションや OS バージョンにより異なった画面が表示されます。機能や操作上

では大きな違いはありませんので予めご了承願います。 

記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 
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2．2. 処理速度 

医薬品価格調査プログラムの処理速度の一例を以下に示します。なお、パソコンの性能やデータによ

って処理速度は大幅に変化するため、参考例とお考えください。 

 

 CSV ファイル取り込み チェック 上書保存 回答ファイル作成 

PC1 8 秒 58 秒 14 秒 9 秒 

条件： 

  データ： データ：4790 件の模擬 CSV データ 

PC1： OS： Windows 7SP1、 OA ソフト： Office2010 

   メモリ： 4G バイト、  CPU： Intel Core2Duo E7500（2.93GHz) 

 

 

3. 医薬品価格調査プログラムを使用しての提出用回答データを作成するには 

医薬品価格調査プログラムを使用しての提出用回答データ作成方法は 2種類あります。 

※下記①の作成方法の方がデータ入力が容易であるため、①での作成をおすすめします。 

 

① 医薬品価格調査プログラム取り込み用ファイルを別途作成して一括入力する方法 

CD-R に格納されている「医療機関・保険薬局用（令和４年 9 月調査）」EXCEL ファイルに予めデー

タを入力し、医薬品価格調査プログラムに一括取り込みを行う方法 

「3．1医薬品価格調査プログラム取り込み用ファイルを別途作成して一括入力する」より参照。 

 

② 一件ずつ医薬品を選択して入力する方法 

 医薬品価格調査プログラムにて直接製品情報を入力します。 

 「4．6 メイン画面で回答データを入力する。」より参照。 

 

3．1. 医薬品価格調査プログラム取り込み用ファイルを別途作成して一括入力 

 取引実績を予め CD-R に格納されている「医療機関・保険薬局用（令和４年 9 月調査）」EXCEL ファイ

ルに入力し、取り込み用ファイルを作成し、一括取り込みを行うことにより、作業の効率化を図ること

ができます。 
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3．1．1. 一括取り込みによる提出用回答データ作成の概要 

 

 

オンライン調査システ

ムにアップロード 

オンライン調査用に作成した回答データをオンライン調査シ

ステムにアップロードして、ご提出ください。 
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3．1．2. 取り込みデータを準備 

 CD-R に格納されている「医療機関・保険薬局用（令和４年 9月調査）」EXCEL ファイルをパソコンの

デスクトップ等に保存し、「記入上の注意」および「入力方法」をご参照の上、データを入力します。 

 調査対象期間内に医療用医薬品の購入をしていない場合は、データ入力の必要はございませんので、

「4．1. 都道府県名、客体番号、法人番号」からご参照ください。 
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4. メイン画面を操作 

CD-R に格納されている「医薬品価格調査プログラム」をデスクトップに保存して開きます。医薬品価

格調査プログラムのメイン画面では、データの一括取り込み、登録・修正・削除、回答データチェック、

回答用 CSV ファイル作成などの操作を行うことができます。 

 

4．1． 都道府県名、客体番号、法人番号 

予め自分の都道府県をプルダウンより選択し、客体番号（調査票第Ⅰに記載された番号）、法人番号

を入力し、購入履歴を選択します。  

 

 客体番号は、調査票第Ⅰに記載されています。法人番号は、「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」に基づき、国税庁が法人に対して通知している番号になります。

法人番号が不明な場合、国税庁 HP の法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）

で検索することができます。法人番号がない場合、「法人番号」欄の記載は不要です。 

 

4．2． 購入履歴の選択について 

4．2．1． 調査対象期間内に医療用医薬品の購入をしている場合 

「調査対象期間内に医療用医薬品の購入した」に☑をつけて、「4.3．ファイル取り込み ボタン」から

「4.7．回答データの不要行を削除」によりデータを入力し、「4.8. オンライン調査用ファイル作成」

によりオンライン調査ファイルをご作成ください。 

 

4．2．2． 調査対象期間内に医療用医薬品の購入をしていない場合 

「調査対象期間内に医療用医薬品の購入していない」に☑をつけて、「4.8. オンライン調査用ファイル

作成」によりオンライン調査ファイルをご作成ください。「4.3．ファイル取り込み ボタン」から

「4.7．回答データの不要行を削除」については、購入のデータを入力する必要がありませんので、ご

参照いただく必要はございません。 

 

 



医薬品価格調査プログラム                                 
 

 
  32 

4．3. 「ファイル取り込み」ボタン 

 

 

「ファイル取り込み」ボタンをクリックすると、ファイルを選択するダイアログが表示されます。 

取り込み対象ファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックします。EXCEL ファイルの入力内容がメイン

画面に取り込まれます。 
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4．4. データチェック 

提出用回答データを作成するにあたっては、必須項目、入力内容、金額など医薬品価格調査プログラム

にはいくつかのチェック機能が備わっています。「チェック」ボタンをクリックしてください。 

ファイル取り込んだ後、データチェックを行われていない場合、データチェック欄に「-」が表示され

ます。 

 

チェック結果については、下の表のように表示されます。 

 

 

 

 

 

チェック結果が「×」（異常データ）の場合は、下図のようなエラーメッセージが表示されます。             

エラーメッセージ エラーの原因 

コード未入力 コードが入力されていない。 

購入包装単位未入力 コードが 12 桁の場合で購入包装単位が入力されていな

い。 

購入単価未入力 購入単価が入力されていない。 

購入数量未入力 購入数量が入力されていない 

コード桁数不正 コードが 12～14 桁で入力されていない。 

購入単価桁数不正 数字 10 ケタ以上入力されている。 

購入数量桁数不正 数字 7ケタ以上入力されている。 

購入数量を整数で入力 購入数量が少数で入力されている。 

購入単価桁数を整数で入力 購入単価が少数で入力されている。 

コードを半角英数字で入力 コードが全角で入力されている。 

購入数量を 0より大きい数字で入力 購入数量が 0より小さい数字が入力されている。 

税抜の場合「1」で入力、税込の場合

「2」で入力 

消費税が税抜の場合「1」、税込の場合「2」で入力されて

いない。 

卸売販売業者コード不正入力 卸売販売業者コードを入力する場合は、5～6 桁で入力さ

れていない。 

卸売販売業者コードを半角英数字で入

力 

半角英数字以外で入力されている。 

○ × - 

正常データ（回答可） 異常データ（回答不可） 未チェック（回答不可） 
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「データチェック」ボタンをクリックすると問題のない行のデータチェック欄のマークは「-」から

「〇」に変わり、エラーがある場合データチェックとコードセルが赤くなり、エラー情報も表示されま

す。（下図を参照） 
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4．5. 回答データ表示領域 

  入力したデータを表示します。 

  直接入力はできません。選択・ボタン操作による削除のみ可能です。スクロールできるのは項目名

表示枠より下の領域です。 
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4．6. メイン画面で回答データを入力 

  メイン画面で回答データの入力・修正が可能です。  

 

 

データを新規入力する時、「データ入力」ボタンをクリックしてください。 

メイン画面のデータを編集したい場合、データを選択し、「データ編集」ボタンをクリックしてくださ

い。 

下記のような入力画面が表示されます。（データ入力時空白で、データ編集時入力済みのデータが詳細

画面に表示されます。） 
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入力終了後、「追加・更新」ボタンをクリックするとメイン画面に反映されます。  

* 同一品目で購入単価が異なる場合は、それぞれ入力してください。（コード番号もそれぞれ入力してください）。 
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4．7. 回答データの不要行を削除 

回答データ表示領域の削除したいデータを選択して、「データ削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

確認メッセージが表示され、「OK」を選択すると削除されます。 

キーボードの Shift キーまたは Ctrl キーを押下しながら複数選択削除も可能です。但し、回答デー

タ表示領域以外は削除できません。 

 

回答不可のデータがある場合は回答ファイルを作成することはできません。 

回答不可の条件 

    ・ コード番号が空白である場合 

 ・ 販売単価または購入単価が 0 の場合 

    ・ 入り数が 0 の場合 

・ 販売数量または購入数量が 0 の場合 

 

大量のデータを扱う場合、環境によっては 500 データ程度に分割して入力・チェックを繰り返したほう

が安定して動作します。 
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4．8. オンライン調査用ファイル作成 

オンライン調査用ファイルを作成します。「オンライン調査用ファイル作成」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

 

チェックを行っていない場合や、異常データがある場合は、出力不可のメッセージが表示されます。 

 

 

すべての報告データが正常または警告であれば、出力確認メッセージが表示されます。 
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「はい」をクリックすると、オンライン調査用情報を入力するフォームが表示されます。 

政府統計コード、実施時期コード、調査対象 ID、電子調査票 ID、キー項目が必須入力項目となります。 

 

政府統計コード：00450153 

実施時期コード：202109 

調査対象 ID：調査票第Ⅰに記載されています。 

電子調査票 ID： 004501530001 

キー項目：Y 

利用機関コード：00450 

課室コード：0804 

 

項目を入力し、ファイル作成ボタンをクリックしてください。 
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ファイル作成ボタンをクリックすると保存先とファイル名を指定する画面が表示されます。 

 

ファイル名は、自由に設定できますが、報告時は指定された名称を使用してください。 

ファイル命名規約：電子調査票 ID_実施時期コード_利用機関コード_課室コード 

例：004501530001_202109_00450_0804.csv 

保存先を指定し、保存ボタンをクリックし、オンライン調査用ファイル作成を開始します。 

ファイル作成完了する時、下記のようなメッセージが表示されます。 
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4．9. 終了ボタン 

終了ボタンをクリックします。 

 

 

 

「終了」をクリックすると入力した内容が自動的保存され、ファイルが閉じます。 
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5. オンライン調査用ファイル 

5．1. オンライン調査用ファイルのアップロード 

作成したオンライン調査用のファイルを「政府統計オンライン調査総合窓口」にアップロードします。 

「政府統計オンライン調査総合窓口」（ https：//www.e-survey.go.jp/onlinec/login?lang=ja ）の

サイトにアクセスする。 

 

 

「政府統計コード」、「調査対象者 ID」、「パスワード」を用意し、ログインをします。 

政府統計コード：プルダウンから「医薬品価格調査」（9NC9）を選択してください。 

調査対象者 ID：調査票第Ⅰに記載されています。 

パスワード：調査票第Ⅰに記載されています。 

 

パスワード変更画面が表示され、画面の指示通りにパスワードを変更します。 
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パスワードが変更され、連絡先情報登録画面が表示され、連絡先を登録します。メールアドレスを登録

しないと調査票の受付状況メールを受信できません。 

 

  

「登録」ボタンをクリックし、登録確認画面が表示されます。「調査票一覧へ」ボタンをクリックしま

す。 

 

  

 

調査票一覧画面へ遷移します。「調査回答ファイルの一括送信」をクリックします。 
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回答の送信画面が表示されます。回答ファイルを選択し、「一括送信」ボタンをクリックし、回答ファ

イルを送信します。 

  

回答送信完了しますと下記のような送信完了画面が表示されます。 
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受付完了後、登録したメールアドレスに調査票の受付状況を通知するメールが届きます。分割したファ

イルを一括送信する場合、ファイルの総サイズが大きいのでエラーになる場合があります。その時、一

度に送信する数を減らして、再送すると、送信成功する場合もあります。 

 

※ 当マニュアルに掲載したオンラインシステム画面は検証用のものであるため、実際の画面とは差異

がある可能性があります。 
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5．2. ログアウトボタン 

ログアウトボタンをクリックします。 

 

 

 

調査票の報告手続きは、以上で終了です。調査にご協力いただきありがとうございました。 

 

 

 



　秘

２．調査対象期間内に医療用医薬品を購入していない
　 （調査票第Ⅰのみ提出してください）

□

管理者各位

　この調査は、医療機関(病院又は診療所(歯科診療所を除く｡))が購入した
医薬品の価格を調査するために行うものであり、薬価基準改正のための基
礎資料となるものでありますから、必ず正確に記入して下さい。
　なお、統計資料として用いる以外、例えば、税金の算定等に利用するこ
とはありません。
  また、オンラインによる回答も可能ですので、ご利用の場合は「医薬品
価格調査の実施にあたって」をご確認ください。
　御多忙中恐れ入りますが、御協力下さるようお願い申し上げます。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省医政局

取引等の状況と提出方法

以下のチェックボックスのいずれかに“レ”を記入ください。下記の１．
に該当する場合は、調査票第Ⅱの提出方法を選択してください。

医 薬 品 価 格 調 査 

医療機関用調査票・第Ⅰ（　　年　　月分調査）

統計法に基づく一般統計調査

調査対象者ＩＤ

都道府県番号

客体番号

１．調査対象期間内に医療用医薬品を購入した
　
（調査票第Ⅱの提出方法）
　□①CD－R又はその他磁気媒体（調査票第Ⅰは紙で提出）
　□②メール（調査票第ⅠはＰＤＦファイル等で提出）
　□③紙（調査票第Ⅱの枚数　　　　枚）
　☒④政府統計共同利用システム（調査票第Ⅰは提出不要）

□

記入担当者名

政
府
統
計
共
同
利
用
シ
ス
テ
ム

（

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
）

利
用
時
の
ロ
グ
イ
ン
情
報

□
個人事業主等で法人番号が
付与されていない場合は、
“レ”を記入ください。

調査票提出先

パスワード

法人番号（13桁）

統計法に基づく国の統計

調査です。調査票情報の

秘密の保護に万全を期し

ます。

（別添）



秘

略
号

略
号 卸売販売業者名 本店・営業所名

1
百万 千 円

5

10

15

20

この欄には日本薬局方収載医薬品の場合に　局　を記入して下さい。 「記入上の注意」及び「第Ⅱ票の記入例」をよく読んで記入して下さい。

購入数量
(ＧＳ１コード又はＪ
ＡＮコード等の購入
包装単位当たりの数

量)

医 薬 品 価 格 調 査

ページ数 ページ

医療機関・保険薬局用調査票・第Ⅱ（令和４年９月分調査）

ＧＳ１コード（購入包装単位）、
ＪＡＮコード又は医薬品コード

都道府県番号 客　体　番　号

ＧＳ１コード又はＪ
ＡＮコードを記載し
た場合は、記載不要

卸売販売業者コード

※卸売販売業者コードを記載した場合
は、記載不要

ＧＳ１コード、ＪＡＮコード又は医薬品コードを記載した場合は、
記載不要

品　　　　　　　　　　　名 規　格 容　量

購入包装単位

購入先の卸売販売業者情報

購入単価
(ＧＳ１コード又はＪＡＮコード
等の購入包装単位当たりの単価)

税
抜
・
税
込

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全


